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設計業務特記仕様書 

１ 総則 

（１）適用範囲 

本特記仕様書（以下｢特記｣という。）は共通仕様書に定める特記とする。 

 

（２）用語の定義 

   共通仕様書に使用する用語の定義は、次に定めるところによる。 

「管理技術者の資格要件」とは、１級建築士（免許取得後１０年以上）が建築設計

に関して従事したもの。 

   なお、管理技術者は建築設計担当者（1 級建築士[免許]取得後 3 年以上）が建築設

計に関して従事したもの及び電気設備設計担当者（建築設備士、1･2･3 級電気主任技

術者）及び給排水衛生設備設計及び空調設備設計担当者（建築設備士）又は、これら

と同等で発注者が適当と認めた者を選任し、発注者に通知しなければならない。 

 

（３）設計対象 

ア 場  所：守口市松町２４番１ 

       守口市京阪本通２丁目５６番１  

イ 用途地域：商業地域  

ウ 耐震安全性の分類 

 （ア）構造体      Ⅰ類 

 （イ）建築非構造部材  Ａ類 

 （ウ）建築設備     甲類 

エ 建ペイ率 ：   ８０．００％ 

オ 容 積 率 ：  ４００．００％ 

カ 敷地面積 ： １５００．００㎡ 

キ 主要用途 ：   消防庁舎 

（ア）施設名称 ： （仮称）守口市門真市消防組合守口消防署本署 

（イ）構  造 ： 鉄筋コンクリート造 ４階建（一部７階） 

  

２ 一般事項 

（１）業務概要 

当該業務は、消防庁舎新築の基本設計、実施設計（国道１号線中央分離帯撤去含む。）

及び地質調査、電波障害事前調査とする。なお、本予定地には、過去の建築物ＧＬ以下

の躯体及び杭（別図面参照）が存置されているため、消防庁舎建設時に、影響がでる箇

所の撤去も設計に含むものとする。 
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（２）設計工期 

設計工期  始 契約締結日 

至 平成３２年５月３１日 

※工事の概算価格については、平成３１年９月３０日までに算定し報告 

すること。 

※工事発注関係書類については、平成３２年４月２８日までに成果品と

して提出すること。 

 

（３）地元関係者への説明等 

ア 地元関係者への説明、交渉等は、発注者又は、係員が行うものとするが、受注者

は、係員の指示がある場合には、これに協力しなければならない。 

これらの交渉に当たり受注者は、地元関係者に誠意をもって接しなければならない。 

イ 受注者は、設計図書の定め、あるいは係員の指示により受注者が行うべき地元関

係者への説明、交渉等を行う場合には、交渉等の内容を書面により随時、係員に報

告し、指示があればこれに従わなければならない。 

ウ 受注者は、前項の地元協議により、既に作成した成果の内容を変更する必要が生 

じた場合には、指示に基づいて変更しなければならない。 

 

３ 基本設計･実施設計業務 

（１）基本設計 
ア 情報収集・準備 

  （ア）設定条件の把握 

  （イ）現地調査 

ａ 現地状況調査（設計に必要な測量等を含む） 

    ｂ 近隣環境調査 

    ｃ 電力、電話、給排水、ガス等の関連施設調査 

    ｄ 電波障害事前調査 

  （ウ） 関係法令の調査 

  （エ）類似事例等の調査 

イ 条件設定及び設計方針の設定 

（ア）要求性能の確定 

（イ）目的性能（建築条件）の把握 

（ウ）設計理念の確立 

（エ）安全性能の設定 

（オ）法令その他の制約条件の整理 

（カ）仕様及び必要設備の設定 

（キ）工事予算の設定 
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ウ 比較検討 

（ア）性能面からの機能の検討 

  （イ）設計理念上又は意匠上の検討 

  （ウ）交通アクセスの検討 

  （エ）周辺環境への影響（日影等）の検討 

  （オ）構造種別、方式等の検討 

  （カ）計画実現の為の工事費の検討 

  （キ）仕様、使用材料、構造方式、設備方式等の総合的検討 

  （ク）省エネルギー他、環境方針の検討 

  （ケ）設備方式の基本方針の検討 

（コ）維持管理上の問題点の検討 

  （サ）ライフサイクルコストの検討 

エ 総合化 

（ア）機能配置計画の策定 

  （イ）動線計画の策定 

  （ウ）防災計画の策定 

  （エ）構造計画の策定 

  （オ）各種電気設備計画の策定 

  （カ）機械設備計画の策定 

  （キ）工事費配分計画の策定 

  （ク）維持保全計画の検討 

 

（２）実施設計 

ア 仕様書作成 

本業務で設計する仕様書は、公共建築工事標準仕様書（最新版）（国土交通省大臣

官房官庁営繕部監修）等によるものとする。 

イ 建築意匠設計図作成 （設計検討資料共） 

ウ 建築構造設計図作成 （設計検討資料共） 

エ 各設備設計図作成  （設計検討資料共） 

オ 積算見積明細書作成 

 （ア）数量調書作成 

 （イ）代価作成 

 （ウ）見積書比較整理 

 数量積算は、国土交通省建築工事積算基準（最新版）、建築数量積算基準の解説 

を基本に算出する。 

数量等の根拠は明確にしておき、メーカー見積等で数種類の単価（見積）の内 

から選定したものについてはリストを作成する。 

カ 透視図作成 

キ 補助金等申請用資料作成 
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ク 法令関係申請手続き等 

本業務に伴う関係官公庁への諸手続き等は、受注者が当消防組合に代わって行い、 

これらに必要な諸費用（申請手数料含む）は一切本業務に含むものとする。 

（３）成果物 

本成果物の所有権は当消防組合に帰属する。 

ア 基本設計成果物 

  （ア）調査・連絡・打合せ記録綴り（Ａ４版）             １式 

 （イ）敷地利用計画（法的条件、配置計画、動線計画、設備計画）    １式 

  （ウ）建物構成（全体階構成、基準階計画、基本的な空間構成）     １式 

  （エ）建物規模（延床面積、有効面積、基準階面積）          １式 

  （オ）構造方式（比較検討）                     １式 

  （カ）設備方式（比較検討）                     １式 

 （キ）日影図                            １式 

 （ク）各種技術資料                         １式 

 （ケ）概算見積書                          １式 

  （コ）全体工程表（施工工期）                    １式 

  （サ）パンフレット（上記(ア)～(コ)を取りまとめた基本設計要約版）  50 部 

イ 実施設計成果物 

  （ア）設計図書(意匠･構造･各設備、図面用紙はＡ２とする) 

Ａ２製本(２つ折り)                      ２部 

     Ａ３縮小版（２つ折り）                   各３部 

     ※縮小版についてはＡ３とし、建築及び構造、電気設備、 

機械設備に分けて製本すること。 

 Ａ２ばら焼（白焼き）                     １部 
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（イ）構造計算書、設備計算書エクセルデータ（CD-R）           各１部 

（ウ）透視図(外観･内観)（Ａ３サイズ・額入り）                 各１部 

  （エ）各法令関係手続き                            １式 

     ＊開発協議、日影許可、計画通知等含む 

  （オ）バックデータ（積算根拠・数量調書・見積書等は３社以上）         １式 

     ＊建設物価等刊行物含む。 

  （カ）設計主旨説明書(施設の特色及び設計方針)                          １部 

（キ）積算見積明細書エクセルデータ（CD-R）                １部 

（ク）原図                                                  １式 

（ケ）営繕工事積算チェックマニュアル・チェックリスト、チェックシート   １式 

（コ）設計図書 CAD データ（CD-R）                      各１式 

（CAD データは、JW-CAD 及び DXF 形式並びに PDF 形式とし、その他の形式の場合は、

上記の形式に変換の上、オリジナル形式も添付のこと。） 

 

 

 

Ａ．建築（意匠） Ｂ．建築（構造） Ｃ．電気設備 Ｄ．機械設備 

表紙 

図面目録 

仕様書 

仕上表 

面積表・求積図 

附近見取図 

配置図 

平面図（各階） 

断面図 

立面図（各面） 

矩計図 

展開図 

天井伏図 

平面詳細図 

断面詳細図 

各部詳細図 

外構計画図 

仮設計画図 

仕様書 

ボーリング調査 

構造図 

・柱状図 

・伏図 

・軸組図 

・各部断面図 

・各部詳細図 

・各断面リスト 

 

仕様書 

敷地案内図 

配置図 

受変電設備図 

幹線系統図 

各設備系統図 

 （火報等含む） 

各設備平面図 

 （火報等含む） 

各種計算書 

 

仕様書 

敷地案内図 

配置図 

各設備系統図 

 （消火・空調含む） 

各設備平面図 

 （消火・空調含む） 

部分詳細図 

各種計算書 
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４ 地質調査 

（１）適用範囲 

ア 地質調査業務は、設計業務の内容について、統一的な解釈及び運用を図り、その

他の必要な事項を定めるためのものである。 

イ 本業務において使用する計量単位は、国際単位系（ＳＩ）によるものとする。 

 

（２）調査対象 

ア 場  所：守口市松町２４番１ 

       守口市京阪本通２丁目５６番１  

イ 主要用途：消防庁舎 

ウ 調査概要：消防庁舎棟建設に伴う地質調査 

エ 作業フロー 

 

 

 

 

 

 

オ 調査深度：現況 GL から３５ｍ 

カ ボーリングの孔径：６６ｍｍと１１６ｍｍ 

キ 調査箇所 ： ２ 箇所 

  ク 調査箇所等に増減が必要と判断される場合には協議のうえ決定するものとする。 

 

（３）調査方法 

ア ボーリング機械は、特に定めない限りロータリーボーリング機械を使用するもの

とし、所定の方向、深度に対して十分余裕のある能力をもつものでなければならな

い。 

イ 現地におけるボーリング位置の決定は、原則として係員の立ち会いのうえ行うも

のとし、後日調査位置の確認ができるようにしなければならない。 

ウ 足場、やぐら等は、作業の完了まで機械を安定に保ちかつ、試験器具を正しく所

定の位置に挿入できるよう十分堅固な構造でなければならない。 

エ 掘進方向は、特に指示の無い限り鉛直方向とする。 

オ 基準となる高さ（深度０ｍ）の標示杭等は孔口付近に明示しておくものとする。 

カ 土質地盤の掘削は、地下水の確認ができる深さまで原則として無水掘とする。 

キ 孔口は、ケーシングパイプ又は、ドライブパイプで保護するものとする。 

ク 掘進中は、深度、作業前後の孔内水位、掘進速度、ロッドの手ごたえ、給水量、

圧力計、循環水量（漏、湧水量）及び色、スライムの状態、混入物の状態等に絶え

ず注意し、変化した場合は、深度とともにただちに記録するものとする。 

足
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ケ 孔壁崩壊のおそれがある場合には、速やかに係員に連絡し、その指示をうけなけ

ればならない。 

コ 原位置試験、サンプリングの場合はそれに先立ち、孔底のスライムをよく排除す 

るものとする。 

サ 掘進中は孔曲がりのないように留意し、岩質、割れ目、断層破砕帯、湧水、漏水等

に十分注意しなければならない。特に湧水については、その量のほか、必要があれば

水位（被圧水頭）を測定するものとする。 

シ コア採取を目的とするボーリングにあっては、次の各号に揚げる事項によるものと

する。 

（ア）コアを採取する際には、採取を始める深さまで送水により洗孔し、孔中のスライ

ムを排出させた後採取するものとする。ただし、洗孔することで孔内を乱すおそれ

があると判断される場合は、係員と協議するものとする。 

（イ）未固結土でコアボーリングを行うには、土質に応じたサンプラーを用い、採取

率を高めるよう努めなければならない。 

（ウ）岩盤ボーリングを行う場合は、原則としてダブルコアチューブを用いるものと

し、コアチューブの種類は岩質に応じて適宜使い分けるものとする。 

（エ）コアチューブはコアの採取毎に水洗いして、残砂を完全に除去しなければなら

ない。 

（オ）コアの採取率は 100％を目標とする。 

（カ）コアに破損をきたすようなロッドの昇降又は給水圧の大幅な変動は、行っては

ならない。ただし、事故を生ずる恐れのある場合にはこの限りでない。 

（キ）採取したコアは、コア箱（原則として内長１ｍ程度で５ｍ分のコアが収納でき

るもの。）に丁寧に収め深度を明記する。その際、１回のコア採取長ごとに深度を

明記した仕切板を入れておくものとする。又、風化しやすい岩石、粘土等は乱さ

ないようにし、速やかにコア写真の撮影を行い必要に応じビニール等を巻いて保

存する。 

    なお、採取できなかった区間及び試験に供するためにコアを使用したところは、

その旨表示し空けておくものとする。 

（ク）コア写真は、カラーパネル等を添えて真上から適切な距離で撮影し、地質の状

況が正確に把握できるものでなければならない。 

（ケ）コア箱の表と横には、調査件名、孔番号、採取深度及びその他必要事項を記入

するものとする。 

ス ノンコアボーリングは、原則として１ｍごと又は岩質の変わるごとにスライムを

採取し、深度を明記した試料ビン等に保存するものとする。 

セ 孔内地下水位は、毎日作業終了時と翌日の作業開始前に測定し、翌日の作業開始

前の水位をその深度における孔内地下水位とする。 

 

（４）業務の着手 

受注者は、発注者の調査指示後 14 日以内に調査業務等に着手しなければならない。
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この場合において、着手とは管理技術者が調査業務等の実施のため係員との打合せ又

は現地調査を開始することをいう。 

 

（５）業務計画書 

ア 受注者は、調査指示後 14 日以内に業務計画書を作成し、係員に提出しなければな

らない。 

イ 業務計画書には、契約図書に基づき下記事項を記載するものとする。 

（ア）業務場所 

（イ）業務内容及び方法 

（ウ）業務工程 

（エ）業務組織計画 

（オ）打合せ計画 

（カ）成果物の品質を確保するための計画 

（キ）成果物の内容、部数 

（ク）使用する主な図書及び基準 

（ケ）使用機械の種類、名称及び性能 

（コ）連絡体制（緊急時含む） 

（サ）その他 

ウ 受注者は、業務計画書の重要な内容を変更する場合には、理由を明確にしたうえ、

その都度係員に変更業務計画書を提出しなければならない。 

エ 受注者は、係員が指示した事項については、さらに詳細な業務計画に係る資料を

提出しなければならない。 

 

（６）資料の貸与及び返却 

ア 係員は、設計図書に定める図書及びその他関係資料を、受注者に貸与するものと

する。 

イ 受注者は、貸与された図書及び関係資料等の必要がなくなった場合には、ただち

に係員に返却しなければならない。 

ウ 受注者は、貸与された図書及び関係資料を丁寧に扱い紛失又は損傷してはならな

い。万一、紛失又は損傷した場合には、受注者の責任と費用負担において修復しな

ければならない。 

エ 受注者は、設計図書に定める守秘義務が求められる資料については、複写しては

ならない。 

 

（７）関係官公庁への手続き等 

ア 受注者は、調査業務等の実施に当たっては、発注者が行う関係官公庁等への手続

きの際に協力しなければならない。また受注者は、調査業務等を実施するため、関

係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合には、速やかに行わなければならない。 

イ 受注者は、関係官公庁等から交渉を受けた場合には、遅滞なくその旨を係員に報
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告し協議しなければならない。関係官公庁等とは、大阪国道事務所、大阪市高速電

気軌道株式会社も含むものとしする。 

 

（８）地元関係者との交渉等 

ア 受注者は、屋外で行う調査業務等の実施に当たっては、地元関係者からの質問、

疑義に関する説明等を求められた場合は、係員の承諾を得てから行うものとし、地

元関係者との間に紛争が生じないように努めなければならない。 

イ 受注者は、調査業務等の実施中に発注者が地元協議等を行い、その結果を作業条

件として業務を実施する場合には、設計図書に定めるところにより、地元協議等に

立会するとともに、説明資料及び記録を作成しなければならない。 

ウ 受注者は、前項の地元協議により、既に作成した成果の内容を変更する必要が生

じた場合には、指示に基づいて変更しなければならない。 

 

（９）土地への立入り等 

ア 受注者は、屋外で行う調査業務等を実施するため国有地、公有地又は私有地に立

入る場合には、係員及び関係者と十分な協調を保ち調査業務等が円滑に進捗するよ

うに努めなければならない。 

なお、やむを得ない理由により現地への立入が不可能となった場合には、ただちに

係員に報告し指示を受けなければならない。 

イ 受注者は、調査業務等実施のため植物伐採、かき、さく等の除去又は土地若しく

は工作物を一時使用する場合には、あらかじめ係員に報告するものとし、報告を受

けた係員は当該土地所有者及び占有者の許可を得るものとする。 

なお、第三者の土地への立入について、当該土地所有者及び占有者の許可は発注者

が得るものとするが、係員の指示がある場合、受注者は、これに協力しなければなら

ない。 

ウ 受注者は、前項の場合において損失のため生じた必要経費の負担については、設

計図書に示すほかは係員と協議により定めるものとする。 

 

（１０）調査業務等の管理 

 受注者は、調査業務等の管理を「土木工事施工管理基準」（昭和 49 年 4 月 23 日付

け 49 構改Ｄ337 号（設）構造改善局長通達）の第 3項の「１共通工事、1．一般」の

撮影記録による出来型管理に準拠して行い、その記録を係員に提出しなければならな

い。 

 

（１１）成果物の提出 

ア 受注者は、調査業務等が完了した場合には、設計図書に示す成果物を完了通知書

とともに提出し、検査を受けなければならない。 

イ 受注者は、設計図書に定めがある場合、又は係員の指示に対して同意した場合に

は、履行期間途中においても、成果物の部分引渡しを行わなければならない。 
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ウ 受注者は、試験結果の記録及び整理については、原則としてＪＩＳ規格、地盤工

学会編「地盤調査法」（以下「地盤調査法」という。）及び「土質試験の方法と解説」

（以下「土質試験法」という。）に従って行うものとする。 

 

 

（１２）関係法令及び条例の遵守 

受注者は、調査業務等の実施に当たっては、関連する関係諸法令及び条例等を遵守し

なければならない。 

 

（１３）修補 

ア 係員は、修補の必要があると認めた場合には、受注者に対して、期限を定めて修

補を指示することができるものとする。 

イ 受注者は、係員が指示した期間内に修補を完了しなければならない。 

 

（１４）後片付け 

受注者は、現場業務が終了した時は、孔埋め、後片付け及び清掃等を実施期間内に完

了しなければならない。 

 

（１５）成果物の使用等 

ア 受注者は、発注者の承諾を得て単独で又は他の者と共同で、成果物を公表するこ

とができる。 

イ 受注者は、著作権、特許権その他第三者の権利の対象となっている設計方法等の

使用に関し、設計図書に明示がなく、その費用負担を発注者に求める場合には、第

三者と補償条件の交渉を行う前に発注者の承諾を受けなければならない。 

 

（１６）守秘義務 

受注者は、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。 

ただし、成果物の発表に際しての守秘義務について、発注者の承諾を得た場合には、

この限りではない。 

 

（１７）安全等の確保 

ア 受注者は、承認なくして流水及び水陸交通の妨害となるような行為等、公衆に迷

惑を及ぼす作業方法を採用してはならない。 

イ 受注者は、屋外で行う調査業務等に際しては、調査業務等関係者だけでなく、付

近住民、通行者、通行車両等の第三者の安全確保に努めなければならない。 

ウ 受注者は、業務箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対して支障を及

ぼさないよう必要な防護等の措置について事前に係員に報告したうえ、対応しなけ

ればならない。 

エ 受注者は、業務現場が危険なため、一般立ち入りを禁止する必要がある場合はそ
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の区域に適当な柵を設けるとともに「立入禁止」の標示をしなければならない。 

オ 受注者は、屋外で行う調査業務等の実施に当たり、事故等が発生しないよう使用

人等に安全教育の徹底を図り、指導、監督に努めなければならない。 

カ 受注者は、屋外で行う調査業務等の実施に当たっては安全確保に努めるとともに、

労働安全衛生法等関連法令に基づく措置を講じなければならない。 

キ 受注者は、屋外で行う調査業務等の実施に当たり、災害予防のため、次の各号に

掲げる事項を厳守しなければならない。 

（ア）屋外で行う調査業務等に伴い伐採した立木等を焼却する場合には、関係法令を

遵守するとともに、関係官公署の指導に従い必要な措置を講じなければならない。 

（イ）受注者は、喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用は禁止しなけ

ればならない。 

（ウ）受注者は、火薬、ガソリン、塗料等の可燃物を使用する必要がある場合には、

周辺に火気の使用を禁止する旨の標示を行い、周辺の整理に努めなければならな

い。 

ク 受注者は、爆発物等の危険物を使用する必要がある場合には、関係法令を遵守す

るとともに、関係官公署の指示に従い、爆発等の防止に必要な措置を講じなければ

ならない。 

ケ 受注者は、屋外で行う調査業務等の実施に当たっては豪雨、豪雪、出水、地震、

落雷等の自然災害に対して、常に被害を最小限にくい止めるための防災体制を確立

しておかなければならない。また、災害発生時においては第三者及び使用人等の安

全確保に努めなければならない。 

コ 受注者は、屋外で行う調査業務等実施中に事故等が発生した場合には、直ちに係

員に報告するとともに、係員が指示する様式により事故報告書を速やかに係員に提

出し、係員から指示がある場合にはその指示に従わなければならない。 

 

（１８）ボーリング調査 

ア 目的 

ボーリングは、コアを採取して土質、地質の状態を調査しあるいは、地中に孔をあ

け、その孔を利用して諸種の測定、試料採取を行うものであり、これらの成果は、諸

構造物の位置選定、地質構造解析、基礎設計等の基礎資料とするものである。 

イ 土質・岩の分類 

土質・岩の分類は、地盤材料の工学的分類法によるものとする。 

ウ 調査方法 

    「４．３ 調査方法」による。 

エ 調査日報 

調査日報には、次の事項を記載するものとし、係員の要求があった時は直ちに提

示可能な体制にしておかなければならない。 

（ア）調査名、調査場所、孔番号、調査地点標高、深度、穿孔角度（傾斜、水平ボー

リング）、地下水位、日付、調査責任者、主たる使用材料等。 
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（イ）層序、層厚、深度、地層の観測事項、試料の採取位置、試料の採取量、掘進時

の観測事項（掘進速度、ロッド回転数、給水圧、使用ビット、送水量、逸水量又

は湧水量、排水色、ケーシングの有無、ケーシング口径、挿入深度、崩壊等の事

故の位置と程度等)等 

オ 検尺 

ボーリング延長の確認は、調査目的を終了後、原則として係員立会のうえ、ロッド

を挿入して行うものとする。 

カ コアの鑑定 

コアの鑑定は、原則として肉眼観察又は触手等によるものとする。 

    なお、この場合、鑑定基準を明確にしておくものとする。 

キ 資料整理及び解析等 

調査項目を満足するよう試験結果を整理し、調査目的に対する総合的な解析及び

判定を行うものとする。 

ク 成果物 

成果物は、次のとおりとする。 

（ア）調査経過 

（イ）地質柱状図 

（ウ）地質学的考察に基づき地質柱状図から作成した地質断面図（断面図内には地下

水位及び諸試験結果等を記入する。） 

（エ）コアのカラー写真 

（オ）調査日報 

（カ）コア又はスライム試料 

（キ）その他 

ケ その他 

指定した深度に達しなくとも調査目的を達した場合又は指定した深度に達しても調    

査目的が果たせない場合は、係員と速やかに協議するものとする。 

 

（１９）標準貫入試験 

ア 目的 

この試験は、原位置における土の硬軟、締まり具合の相対値を知るため行うもの

である。 

イ 試験方法 

（ア）試験方法及び器具は、ＪＩＳＡ1219 によるものとする。 

（イ）試験深度は、原則として深度１ｍごとに行うものとする。 

（ウ）打込完了後ロッドは、１回転以上回転させてからサンプラーを静かに引き上げ

なければならない。 

（エ）サンプラーの内容物は、スライムの有無を確認して採取長さを測定し、土質、

色調、状態、混入物等を記録した後、保存しなければならない。 

ウ 成果物 
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試験結果及び保存用資料は、ＪＩＳＡ1219 に従って整理し提供するものとする。 

 

（２０）孔内水平載荷試験 

ア 孔内水平載荷試験は地盤工学会が定める「孔内水平載荷試験方法(ＪＧＳ1421)」

によるほか、地盤調査標準仕様書による。 

イ ボーリング調査によって試験位置を変更又は追加する必要がある場合は、あらか

じめ係員と協議する。 

 

（２１）サンプリング 

サンプリングは、観察と保管を目的とする標本用試料及び土質試験を目的とする試

験用試料の採取を目的とする。 

 

（２２）標本用試料 

ア 試料作成 

（ア）標本用試料の採取位置及び数量は、係員の指示によるものとする。 

（イ）試料は、含水量が変化しないような容器に入れ密封し、必要事項を記入したラ

ベルを添付するものとする。 

なお、ラベルの様式は、下記を標準とする。 

調査名  

地点番号 Ｎｏ．        号          番 

採取深度           ｍ～        ｍ 

土質名  

打撃回数  

採取月日 平成     年   月   日 

採取者名  

 

 

イ 土質試験用試料（乱した試料） 

（ア）試料採取 

ａ 試料は、原則として地盤を構成する地層が変化するごとに採取するものとす  

る。 

ただし、同一地層が連続する場合、その他特別な場合は、係員の指示によるも

のとする。 

ｂ 乱した試料の採取は、含水量が変化しないようにして試料箱又はビニール袋に 

密封しておかなければならない。 

      なお、ビニール袋を用いる場合は、袋内に極力空気が残らないようにしなけ

ればならない。 

ウ 土質試験用試料（乱さない試料） 

（ア）目的 
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乱さない試料のサンプリングは、室内試験に供する試料を、原位置における性 

状を変えることなく採取することを目的とする。 

（イ）試料採取 

ａ 採取位置は、係員の指示によるものとする。 

ｂ 採取方法については、土質及び調査目的に適したサンプラーを選定し、事前 

に係員の承認を受けなければならない。 

ｃ 固定ピストン式シンウォールサンプラーによる採取方法は地盤工学会基準Ｊ 

ＧＳ1221「固定ピストン式シンウォールサンプラーによる土の乱さない試料の 

採取法」に準拠して行う。 

ｄ デニソン型サンプラーによる採取は、土の硬軟に合わせて調整されたものを

使用する。その他の採取方法については、固定ピストン式に準拠する。 

エ 成果物 

成果物は、次のとおりとする。 

（ア）土質試験結果一覧表 

（イ）試験経過のカラー写真等 

（ウ）その他 

 

（２３）室内土質試験 

土質試験の区分及び試験方法は、次表による。 

区分 試験項目 試験方法 数量 

物理試験 

土粒子の密度試験 ＪＩＳ Ａ1202 ６試料 

含水比試験 ＪＩＳ Ａ1203 ６試料 

粒度試験(沈降･フルイ) ＪＩＳ Ａ1204 ２試料 

粒度試験(0.5 ㎏以下) ＪＩＳ Ａ1204 ４試料 

液性限界試験 ＪＩＳ Ａ1205 ２試料 

塑性限界試験 ＪＩＳ Ａ1205 ２試料 

力学試験 一軸圧縮試験 ＪＩＳ Ａ1216 ２試料 

 

５ 電波障害事前調査 

（１）目的 

電波障害事前調査は当該地周辺の電波障害対策済み箇所を確認し、当該地周辺の電

波状況を確認するとともに消防本部新築に伴う電波障害を予想し対策資料とするもの

である。 

 

（２）調査方法 

ア 自動測定システム搭載車両にて調査する。 

イ 調査位置については、机上での電波障害範囲を想定し係員と協議のうえ確定する。 

ウ 調査数量については、20 箇所程度を基準とする。 
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（３）資料整理及び解析等 

調査目的を満足するよう調査結果を整理し、調査目的に対する総合的な解析及び判

定を行うものとする。 

 

（４）周波数帯 

   近畿広域圏全て及びテレビ大阪・サンテレビ・ＫＢＳ京都放送とする。 

 

（５）成果物 

成果物は、次のとおりとする。 

ア 調査経過 

イ 調査資料 

ウ 解析資料 

エ 判定資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


